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伊方町・瀬戸町合併協議会
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○発行：伊方町・瀬戸町合併協議会　　　○編集：伊方町・瀬戸町合併協議会事務局
○事務局：西宇和郡伊方町湊浦1993番地の１　伊方町役場内　　0894-38-2670

法定協議会で本格的協議へ!

第３号 平成14年12月22日発行

平成14年12月12日（木）第４回合併協議会が瀬戸町で開催されました。
　平成14年９月６日の任意協議会設置以来、４回の合併協議会を開催し、こ
の間に法定協議会に移行するための、諸準備を整えることができました。
　さらに、合併協議項目２２項目の内、14項目については協議会に提案され、
各小委員会で具体的な協議に入っています。
　このようなことから、当初の計画どおり、２町の議会の議決を経て、法定
協議会を設置し、合併に関する本格的な協議を行うことを確認しました。

法定協議会で本格的協議へ!
～平成15年１月１日　任意から法定へ移行～



１
、
報
告
さ
れ
た
事
項

　
次
の
事
項
に
つ
い
て
内
容
等
の

報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。

　
○
合
併
重
点
支
援
地
域
の
指
定

　
　
に
つ
い
て

　
・
伊
方
町
・
瀬
戸
町
の
首
長
及

　
　
び
議
長
に
よ
り
、
平
成
十
四

　
　
年
十
月
二
十
九
日
に
「
合
併

　
　
重
点
支
援
地
域
」
の
指
定
を

　
　
受
け
る
た
め
、
知
事
に
要
望

　
　
し
て
お
り
、
十
一
月
十
四
日

　
　
付
で
指
定
を
受
け
た
こ
と
が

　
　
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
○
専
門
部
会
活
動
報
告
に
つ
い

　
　
て

　
・
両
町
で
実
施
し
て
い
る
各
種

　
　
事
務
事
業
・
制
度
等
の
比
較

　
　
検
討
を
行
い
、
一
元
化
す
る

　
　
た
め
の
調
整
案
等
を
協
議
す

　
　
る
専
門
部
会
を
ス
タ
ー
ト
さ

　
　
せ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ま

　
　
で
の
経
過
、
今
後
の
活
動
計

　
　
画
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し

　
　
た
。

　
○
各
小
委
員
会
報
告
に
つ
い
て

　
　（
別
途
記
載
）

２
、
協
議
さ
れ
た
事
項

（
新
規
協
議
）

　
次
の
項
目
に
つ
い
て
各
小
委
員

会
に
付
託
・
検
討
し
、
協
議
会
で

協
議
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。

　
○
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
○
使
用
料
、
手
数
料
の
取
扱
い

　
　
に
つ
い
て

　
○
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に

　
　
つ
い
て

平
成
十
四
年

十
一
月
二
十
五
日 

開
催 

　
○
一
般
職
員
の
身
分
の
取
扱
い

　
　
に
つ
い
て
　

３
、
そ
の
他

　
○
法
定
合
併
協
議
会
設
置
に
つ

　
　
い
て

　
・
平
成
十
四
年
九
月
六
日
、
任

　
　
意
の
合
併
協
議
会
を
設
置

　
　
し
、
合
併
に
伴
う
基
本
的
事

　
　
項
に
つ
い
て
両
町
で
確
認
が

　
　
な
さ
れ
、
今
後
、
新
し
い
ま

　
　
ち
づ
く
り
の
た
め
、
法
定
協

　
　
議
会
を
設
置
す
る
ス
ケ
ジ
ュ

　
　
ー
ル
等
に
つ
い
て
報
告
さ
れ

　
　
ま
し
た
。

● 

法
定
協
議
会
と
は
・
・
・

 

　
　
合
併
は
、
そ
の
地
域
住
民
に

重
大
な
影
響
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

当
該
合
併
が
そ
の
地
域
住
民
の

福
祉
の
向
上
に
資
す
る
か
否
か

を
関
係
市
町
村
間
で
公
正
か
つ

慎
重
に
検
討
し
、
関
係
市
町
村

の
将
来
に
つ
い
て
の
計
画
を
作

成
し
た
う
え
で
、
行
わ
れ
る
べ

き
も
の
と
の
観
点
か
ら
、
関
係

市
町
村
の
共
同
の
機
関
と
し
て

設
置
す
る
も
の
で
す
。

　
今
後
、
協
議
会
で
、
各
種
の

合
併
協
定
項
目
や
新
町
建
設
計

画
の
作
成
協
議
等
が
行
わ
れ
、

そ
の
結
果
を
住
民
に
示
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
合
併
の
是
非
を
判

断
す
る
材
料
と
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
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第
三
回
協
議
会
の
報
告

第
三
回
協
議
会
の
報
告

１
、
報
告
さ
れ
た
事
項

　
次
の
事
項
に
つ
い
て
内
容
等
の

報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。

　
○
各
小
委
員
会
報
告
に
つ
い
て

　
　（
別
途
記
載
）

　
○
伊
方
町
・
瀬
戸
町
合
併
協
議

　
　
会
の
解
散
に
つ
い
て

　
・
任
意
の
合
併
協
議
会
で
の
成

　
　
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
①
合
併
協
議
会
規
約
に
基
づ

　
　
き
、
小
委
員
会
、
幹
事
会
及

　
　
び
専
門
部
会
な
ど
の
組
織
の

　
　
整
備
・
開
催

　
②
合
併
協
議
会
会
議
の
運
営
規

　
　
程
並
び
に
申
し
合
わ
せ
事
項

　
　
等
の
確
認

　
③
合
併
協
議
項
目
の
協
議
ス
ケ

　
　
ジ
ュ
ー
ル
及
び
協
議
方
針
の

　
　
確
認

　
④
愛
媛
県
の
「
合
併
重
点
支
援

　
　
地
域
」
の
指
定

 

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
項
目

 

　
一
、
合
併
の
方
式

　
　
　
新
設
（
対
等
）
合
併

 

　
二
、
合
併
目
標
時
期

　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
一
日

 

（
法
定
協
で
正
式
決
定
）

 

平
成
十
四
年十

二
月
十
二
日 

開
催 

第
四
回
協
議
会
の
報
告

第
四
回
協
議
会
の
報
告

第２回行政組織小委員会開催
平成14年12月10日（火）

◎
行
政
組
織
小
委
員
会

・
第
一
回 

十
一
月
十
三
日（
水
）

・
第
二
回 

十
二
月 

十 

日（
火
）

《
事
務
所
の
位
置
》

○
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
や
機
能
・
行
政
効

率
か
ら
、
新
庁
舎
を
建
設
す
る
の

は
適
当
で
は
な
い
と
の
意
見
か
ら

現
有
庁
舎
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

○
事
務
所
の
方
式
に
つ
い
て
は
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
に
急
激
な
変
化
を

与
え
な
い
こ
と
や
行
政
効
率
、
利

便
性
等
に
配
慮
し
て
、
本
庁
方
式

を
基
本
と
し
、
支
所
は
総
合
支
所

方
式
と
し
て
具
体
化
に
向
け
て
、

継
続
審
議
。

《
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
》
　

○
法
令
で
設
置
が
定
め
ら
れ
て
い

る
特
別
職
及
び
助
役
、
そ
の
他
の

特
別
職
は
原
則
設
置
す
る
も
の
と

し
、
両
町
で
同
様
な
目
的
を
持
っ

た
委
員
会
等
の
特
別
職
に
つ
い
て

は
統
合
し
、
二
町
共
に
設
置
し
て

い
る
が
目
的
等
に
違
い
の
あ
る
も

の
又
は
一
町
の
み
に
設
置
し
て
い

る
委
員
会
の
特
別
職
は
必
要
に
応

じ
て
設
置
す
る
と
い
う
基
本
方
針

を
確
認
し
、
今
後
、
専
門
部
会
の

調
整
・
検
討
を
受
け
て
継
続
審

議
。

《
機
構
及
び
組
織
の
取
扱
い
》

○
事
務
執
行
に
支
障
を
来
さ
な
い

こ
と
や
、
住
民
の
利
便
性
を
考
慮

し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、『
行
政

組
織
及
び
機
構
の
整
備
方
針
』を

作
成
し
、専
門
部
会
の
調
整
方
針

を
受
け
て
継
続
審
議
。

小

委

員

会

報

告

小

委

員

会

報

告
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《
新
町
の
名
称
》

○
新
町
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
新

町
名
称
候
補
募
集
要
領
を
作
成

し
、「
公
募
方
式
」で
行
う
こ
と
に

決
定
。

　
名
称
の
応
募
に
関
し
、
現
町
名

に
関
す
る
文
字
等
の
制
約
は
し
な

い
も
の
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
現
町
名
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
は
、
委
員
間
に
か
な
り

の
見
解
の
相
違
が
あ
る
た
め
継
続

審
議
。

○
公
募
の
方
法
、
候
補
の
選
定
方

法
、
作
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
、全
体

的
な
準
備
が
整
い
次
第
、
公
募
を

開
始
す
る
こ
と
と
し
て
、
継
続
審

議
。

 

《
地
方
税
の
取
扱
い
》

○
両
町
間
に
相
違
の
な
い
地
方
税

に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
新
町
で

課
税
す
る
方
向
で
調
整
を
図
る
こ

と
を
確
認
し
、
伊
方
町
で
実
施
し

て
い
る
町
民
税
と
固
定
資
産
税
の

納
期
の
特
例
は
、
納
税
者
の
納
税

環
境
を
考
慮
し
、
引
き
続
き
適
用

す
べ
き
と
の
意
見
で
集
約
さ
れ
、

今
後
、
専
門
部
会
に
詳
細
の
資
料

提
出
を
求
め
、
調
整
を
図
る
こ
と

と
し
、
継
続
審
議
。

○
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

も
、
審
議
が
で
き
る
よ
う
協
議
会

に
付
託
を
求
め
る
こ
と
を
確
認
。

《
新
町
将
来
構
想
の
策
定
及
び
新

　
町
建
設
計
画
の
作
成
》

○
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
は
町
民
の
共

通
の
意
識
を
施
策
に
反
映
し
、
住

民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
不

可
欠
で
あ
る
た
め
、
全
世
帯
を
対

象
に
実
施
す
る
こ
と
に
決
定
。
内

容
は
、
選
択
方
式
で
は
な
く
、
段

階
制
で
記
載
す
る
方
法
で
、
町
民

に
回
答
し
や
す
い
設
問
を
幹
事
会

等
で
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
、

継
続
審
議
。

○
基
本
視
点
は
、
瀬
戸
町
が
昨

年
、
伊
方
町
が
一
昨
年
に
策
定
さ

れ
た
二
町
の
総
合
計
画
を
ベ
ー
ス

に
お
互
い
の
現
状
を
把
握
・
調
査

し
、
二
町
間
の
格
差
是
正
や
新
し

い
町
で
取
り
組
む
べ
き
事
業
を
検

討
す
る
。

○
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

は
、
合
併
目
標
期
日
か
ら
逆
算
す

る
と
十
二
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
の

た
め
、
概
ね
は
事
務
局
案
を
基
に

進
め
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
、
今

後
、
委
託
業
者
の
専
門
的
な
知
識

を
活
用
し
、
幹
事
会
等
で
案
を
作

成
す
る
こ
と
と
し
、
継
続
審
議
。

《
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
及
び

　
定
数
の
取
扱
い
》

○
今
後
、
両
町
農
業
委
員
会
の
意

見
を
集
約
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重

し
て
審
議
す
る
こ
と
を
基
本
と
し

て
継
続
審
議
。

 

《
一
般
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
》

○
一
般
職
員
の
身
分
は
、
新
町
に

引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
、
定
員
、
職

階
、
給
与
等
に
つ
い
て
は
公
正
に

処
理
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
今

後
、
専
門
部
会
の
調
整
・
検
討
結

果
を
受
け
て
継
続
審
議
。

 

《
条
例
・
規
則
の
取
扱
い
》

○
二
町
で
共
通
し
て
制
定
さ
れ
て

い
る
内
容
に
違
い
の
な
い
条
例
・

規
則
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
例
に

よ
り
新
町
に
お
い
て
制
定
す
る
も

の
と
し
、
二
町
共
に
制
定
し
て
い

る
が
内
容
に
相
違
の
あ
る
も
の
及

び
一
町
の
み
に
制
定
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
事
務
事
業
の

調
整
内
容
等
を
も
と
に
支
障
の
な

い
よ
う
に
整
備
す
る
、
と
い
う
基

本
方
針
を
確
認
し
、
最
終
協
議
の

機
会
を
設
け
て
確
認
す
る
こ
と
と

し
、
継
続
審
議
。

《
使
用
料
・
手
数
料
の
取
扱
い
》

○
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
両
町
の

手
数
料
条
例
に
定
め
ら
れ
て
い
る

金
額
に
差
異
の
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
し
て
今
後
調
整
を
行
う

こ
と
を
確
認
し
、
継
続
審
議
。

○
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
関
係
の

専
門
部
会
か
ら
資
料
提
出
を
受
け

て
、
調
整
作
業
を
行
う
こ
と
と

し
、
継
続
審
議
。

《
財
産
の
取
扱
い
》

○
両
町
で
保
有
す
る
基
金
の
う
ち

特
定
の
目
的
の
た
め
に
積
み
立
て

ら
れ
た
も
の
で
、
合
併
後
も
そ
の

使
途
が
旧
町
の
範
囲
に
限
っ
て
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ

の
取
り
扱
い
は
合
併
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
し
て
ほ
し
い
と
の
意
見

を
受
け
て
、
現
在
、
専
門
部
会
で

の
洗
い
出
し
作
業
を
行
っ
て
い
る

状
況
で
、
継
続
審
議
。

 

《
町
議
会
議
員
の
任
期
及
び
定
数

　
の
取
扱
い
》

○
今
後
、
両
町
議
会
の
意
見
を
集

約
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
て
審

議
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
継
続

審
議
。

第２回 企画小委員会開催
平成14年12月４日（水）

◎
住
民
小
委
員
会

　
・
第
一
回 

十
一
月
十
三
日（
水
）

　
・
第
二
回 

十
二
月 

六 

日（
金
）

◎
総
務
小
委
員
会

　
・
第
一
回 

十
一
月
十
一
日（
月
）

　
・
第
二
回 
十
二
月 

九 

日（
月
）

◎
企
画
小
委
員
会

　
・
第
一
回 

十
一
月
十
一
日（
月
）

　
・
第
二
回 

十
二
月 

四 

日（
水
）
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【合併協議会のご案内】

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 合 併 ま で の ス ケ ジュー ル ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

　協議会は、公開を原則としており、傍聴することができます。
　なお、会場の都合等で傍聴を制限する場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

【第１回 合併協議会】
　日 時 ■ 平成15年１月14日（火）　14時～

　場 所 ■ 伊方町役場　全員協議会室

●ご意見をお寄せ下さい●

合併に関する皆様のご意見をお寄せ下さい。
＊伊方町・瀬戸町合併協議会事務局＊

　　　Te l：（0894）38-2670  
　　　Fax：（0894）38-2669 

 ＊伊方町役場企画財政課＊
Te l：（0894）38-0211（代）
Fax：（0894）38-2669（代）

 ＊瀬戸町役場総務課＊   
Te l：（0894）52-0111（代）
Fax：（0894）52-0570（代）

※ 合 併 担 当 窓 口

※お気軽にお問い合わせ下さい。

● 合併豆知識 ②

【行政組織及び機構の整備方針って何？】
　新町の事務処理組織及び機構の設置は、新町の町長職務執行者が行うこととなりますが、その準備については、当該合併町間で協議
を行った上で合併後の事務執行に支障がないよう配慮するとともに、新町の将来の効率的な事務運営につながるべく、内容を固めてお
くことが適当とされており、作成にあたっては

　①新設合併の場合は、条例や規則等に基づいて組織や機構を新たに設置する必要がある。
　②本庁組織は、地方自治法第１５８条第７項の規定に基づき、市町村の部課について条例で定めることになる。その際は、住民の福
　　祉の増進、運営の合理化、規模の適正化に配意しつつ、かつ、他の市町村の部課との組織との間に権衡を失しないようにする必要
　　がある。
　③支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域については、地方自治法第１５５条の規定に基づき、「条例でこれを定めなければ
　　ならない」ことと定められている。従来の町役場を支所又は出張所とする例が多く、どの程度の事務をその支所で取り扱うのか、
　　組織、人員、所管区域をどのようにするのか、市町村の事務の効率化と住民の利便性の均衡をどのように図っていくのか等を十分
　　に検討することが必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『合併協議会の運営の手引き』より抜粋）　

○合併後も住民サービスの低下を来さないように十分配慮した組織機構
○住民が利用しやすく、わかりやすい組織機構
○住民の声を適正に反映することができる組織機構
○簡素で効率的な組織機構
○新町建設計画を円滑に遂行できる組織機構
○指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織機構
○地方分権時代における各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織機構
○緊急時に即応できる組織機構
○現有庁舎を有効利用できる組織機構
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『行政組織及び
　機構の整備方針』
 を作成しました！

※なお、合併後も 
　常に見直しを行
　い、効率化に努
　め、規模等の適
　正化を図るもの
　とする必要があ
　る。


